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要旨 

 2019 年に行われたインドネシア総選挙では、ナショナル（国民議会・Dewan Perwakilan 

Rakyat（以下：DPR））および地方（州議会・Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi（以

下：DPRD））そして県や市の議会（DPRD Kabupaten Kabupaten/Kota）のすべてのレベルにお

いて女性議員が増加した。クオータ制の導入によって、議会における女性代表の割合は全体

の 30%に達していないものの、ナショナルレベルにおいては、2018年の東アジアおよび太平

洋諸国の平均値である 2割を達成した。 

 但し、議会における女性の政治代表性の問題は、ジェンダー代表のみならず、女性議員が

変革的な政治的概念（差異の政治）をもたらす実質的代表であるかどうかにも関連している。

例えば女性、マイノリティおよび社会から周辺化された集団にとって有益な政策や法案を

優先的に立案・施行できるか、また公共政策を導入できるか、といった点である。本稿では、

インドネシアにおける女性議員の数的増加は、女性、マイノリティおよび社会から周辺化さ

れた集団に好意的な政策とは相関関係がなく、またその政策の結果を保証するものではな

いと論ずる。 

 すなわち、統計的代表（記述的代表）は、実質的代表と相関関係がないとの主張である。

代表の意味、政党内部における女性の指名と民主主義、パトロネージ（後援）、世襲政治お

よび寡頭制支配（オリガーキー）に関する諸問題は、女性議員の数的代表の増加を浅薄な象

徴的代表に閉じ込め、インドネシアで 2004年以降行われた 4回の総選挙を経て、実質的代

表を達成するための進歩を弱体化させている。皮肉なことに、当選した女性議員は、不平等

なジェンダー関係を転換するのではなく、伝統的でマスキュリンな政治のブランドを永続

させ、再生産する傾向にある。 
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序章 

 「1998年の改革」1以降のインドネシアでは、政治の場への女性の参加に対する制約が以

前より少なくなっている。最小レベルの村から県、州、またナショナルレベルにいたるまで

選挙への女性の参加が広く開かれるようになり、その結果は我々を鼓舞するものである。 

 公職に就く女性の数も年々増加する傾向にある。したがって、「1998 年の改革」の効果と

して、インドネシアの女性が過去に想像もしなかった民主的な空間を楽しみ経験している

ことが考えられる。近年では、民主主義を維持する公の政治に参画し、参入する女性の増加

をわれわれは目の当たりにしているのだ。政治はもはや女性にとって禁止されている分野

ではなく、男性と同様に参画できるようになっている。 

 ほかにも、注目すべきは、女性が政治に積極的に関与するための規制の整備、さらに政治

の場における女性の存在に対しての一般市民からの敵対的姿勢の変化である。しかしなが

ら、こうした目覚ましい進歩の一方で、批判的に検討しなければならない点も存在する。 

 

国会（DPR）における女性議員の数的増加 

2019年の総選挙結果表によれば、国会の女性議員の数は 20.52%であり、議員 575人中 118

人が女性である。この数字は、1955 年に実施された初の総選挙以来、インドネシア史上最

高のものとして記録されている。これにより、2020 年のグローバル・ジェンダー・ギャッ

プ指数では、0.700（0=インパリティ 1=パリティ（公正））を獲得したインドネシアは 153

カ国中 85位にランクインした。立法府と高官の数によって高得点を得たものの、総合ラン

キングではインドネシアは 153 カ国中 85位にある。先述の国会における女性代表の割合は、

世界平均の 25％を下回っている状況であるものの東アジアおよび太平洋諸国の 2018 年度

平均である 20％には達している（I P U, 2019）。 

 インドネシアにおける女性の政治的エンパワーメントおよび議会の代表においては、依

然としてジェンダー格差の克服、「記述的代表」から「実質的代表」へのシフトといった困

難な諸課題が残っている。特に代表の質は向上しておらず低下している。競争の激しい総選

挙では、選挙キャンペーンには高額の費用がかかり、女性候補者の多くが自らこの費用を捻

出するのは困難である。この状況は、パトロネージ政治と選挙買収の台頭をもたらす。資本

の力と寡頭制政治（オリガーキー）は、有能かつ無所属の女性候補者にとっては深刻な障壁

となっている。インドネシアにおけるステレオタイプに「女性は能力を欠く」というものが

あるが、それが女性候補者に資金を提供するスポンサーへの障壁となり、また資金調達によ

る候補者「購入」といった寡頭制政治の習慣を永続させている。 

 政治的取引と寡頭制支配（オリガーキー）に巻き込まれた女性および彼女らの弱い交渉の

 
1 訳注：1998 年 5 月 21 日にスハルト政権が崩壊し、「開発」に代わって「改革

（reformasi
レ フ ォ ル マ シ

）」が後続政権の正統性の根拠となった。 
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立場は、彼女たちが変革的な政治概念（差異の政治）をもたらす能力を獲得していないこと

を意味する。その能力は例えば、女性やマイノリティ、周辺化された集団にとって有益な政

策の提案や公共政策の導入があげられるが、今のところそれは可能ではない。 

 本論文では、「性別」と「ジェンダー」という用語を区別して使用することにする。「性別」

という用語は通常、女性と男性の生物学的差異を表すために使用され、「ジェンダー」は男

女の区別の社会的構築を指す。「ジェンダーポリティクス」の概念は、政治的実践において

男性と女性を二項対立として扱う生物学的／性的なポリティクス分析から切り離すことを

可能にする。 

 「ポリティクス」という用語は、政治学者によって行政と選挙に関する正式な諸手続きと

制度を表すために広範に使用されている。フェミニスト運動によって、ポリティクスに二つ

の新しい意味が追加されるようになった。第一に、女性のためのポリティクスは、非公式の

政治と日常生活のダイナミクスを包含する――「個人的なことは政治的なことである」 

(Okin, 1979; Squires, 1999)。同時に、ポリティクスは「家族や私的領域内の関係を含む、

あらゆるレベルの社会生活に浸透する権力関係」をも意味する。本論文では、ジェンダーポ

リティクスを、選挙とジェンダーを形作る権力関係の概念として定義する。これはまた、特

定の政治的文脈で構築され、再定義されるものであると理解する。 

 本論文は、2019 年総選挙後によってもたらされたインドネシアの立法機関における女性

代表の増加を批判的に検討する。国会における女性議員数の増加は、女性やマイノリティお

よび周辺化された集団に好意的な政策とは相関関係がなく、その政策の結果を保証するも

のではないと論じたい。 

 言い換えれば本論文では、記述的・統計的代表は、実質的代表とは関連がないと主張する。

ジェンダー代表の意味、政党による指名と内部民主主義、パトロネージ政治型、世襲政治お

よび寡頭制支配（オリガーキー）に関する諸課題は、女性議員の増加を、浅薄な象徴的代表

に閉じ込め、2004 年以来の４回の総選挙で、実質的代表を達成するための進歩を弱体化さ

せる。女性の議員は、不平等なジェンダー関係を転換するのではなく、皮肉にもマスキュリ

ンポリティクスに加担し、再生産してしまうのである。 

 

理論的枠組み 

 女性、ジェンダー、選挙に関する文献は、女性の選出に関する研究と、選出された女性に

関する研究に大別できる。本論文は、女性がいかに政治家に選出されたか、とりわけ国会に

おける女性の代表に焦点を当てる。ノリスとロウェンダスキー(1995)は、政治的リクルート

メントにおける需要供給モデルを分析しているが、このモデルでは当選した女性の数は、政

治家として立候補するグループとしての女性の能力(qualification)、すなわち第一にリソ

ース（資源）と動機、第二にエリートの認識の中に女性の能力と経験についての認識がある

かどうか、これら二つの組合せによる結果であると提唱している。 
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 先行研究には、国会における女性の政治的過小代表の要因について、議員へのアクセスを

形作る構造的および文脈的要因を説明するために選挙制度の違いに言及するものが多い。

この種の分析は、比例代表選挙制度を採用している国では、多数代表制を採用している国よ

りも、女性の当選割合が高くなる傾向にあるとの議論を提起している（Salmon, 2006）。比

例代表制の選挙が複数定員区（MMD : Multi Member District）によって運営される傾向に

あり、各選挙区から多数の候補者が当選される仕組みとなっているため、当選者総数に女性

が含まれる可能性は高くなる。 

 近年の女性代表の劇的な増加と変化は、インドネシアの議会で女性代表を増加させるた

めのファストトラックとしてジェンダー・クオータ制導入に言及する研究の増加にもつな

がってきた (Dahlerup, 2006; Krook, 2009)。例えば、女性の参画と政治代表が民主主義

にとって重要な価値を有するとの認識や、女性が政治制度において単なる「プレゼンスの政

治」と化すことに関してより深い考察を試みる研究などである。 

 これら一連の研究は、政治の場における女性のプレゼンスが、政治立案における女性の問

題関心にどの程度つながるのか、言い換えれば、女性の「記述的代表」と「実質的代表」の

関係(Pitkin, 1967)に着目する。政治理論には、女性の政治的代表増大へのサポート手段と

して、女性の利害関心と女性の視点を指摘する多くの議論が存在する (Philips, 1995; 

Young, 2000)。ただし、女性の利害関心の概念については未だに議論の余地があるといって

よいだろう(Molyneux, 1985)。結果、女性に関するイッシューを研究者は多様な方法で定義

している。 

 本論文の第１章では、「1998年の改革」以降のインドネシアの政治的背景を説明する。政

党、そして選挙制度改革を伴う民主主義への劇的な移行は、インドネシアにおける女性の政

治的代表に関する議論がいかに政治的機運を得たかという文脈で説明される。ノリス＆ロ

ウェンダスキー(1995)、ダールラウプ(2006)、アン・フィリップス(1995)、およびアイリス・

ヤング(2000)らの研究から得られた知見に基づき、インドネシアにおける女性の政治的代

表に関するナラティブを検討する。 

 第２章ではまずインドネシアの非営利および無党派の政治研究機関であるチャクラ・ウ

ィカラ（Cakra Wikara Indonesia: CWI)と、インドネシア大学政治研究センター（Puskapol 

UI : Center for Political Studies, University of Indonesia) のデータベースに基づ

いて 2019年総選挙の結果を提示する。次に、CWIと Puskapol UIによる統計データに関し

て批判的分析をおこなう。とりわけ政党による女性候補の指名におけるジェンダーの側面、

選出された女性の背景、インドネシアの選挙制度においてジェンダー・クオータ制に焦点を

当て分析する。 

 終章では、前章の分析結果から、インドネシアの議会における女性代表の意味、とりわけ

「記述的代表」と「実質的代表」の関係を検討する。世襲政治、そしてプロフェッショナル

／ビジネスのバックグラウンドを有する者が多数を占める女性国会議員の経歴と、女性議
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員の政党からの自立を損なうようなクオータ制の問題を論じたい。当選のためにはキャン

ペーンに多額の資金が必要であるが、それゆえ彼女らが資金を提供するスポンサーの利益

に絡めとられ、総選挙で選ばれた議員として支持者のイッシューに積極的に働きかけるこ

とが不可能となっていることを明らかにする。 

 

 

I. インドネシアの政治的背景 

 インドネシアは、世界の第三の民主主義大国である。軍出身のスハルト元大統領の下で 30

年以上にわたって国を支配していた権威主義体制は 1998 年に打倒された。現在の政治体制

は直接投票による大統領制である。大統領は、国家元首および政府の長として 5年ごとに行

われる総選挙で選出される。 

 最新の大統領選挙は 2019 年に行われた。現在の大統領は、60.8%の票で再選されたジョ

コ・ウィドド氏である。ジョコ・ウィドド氏の２期目の任期には副大統領としてイスラーム

聖職者であるマルフ・アミン氏が前副大統領であったユスフ・カラ氏の代わりとして任命さ

れた。 

 インドネシアの憲法である Undang-Undang Dasar 1945（1945憲法）には、全国民の公正

な政治参加が保証されている。第 27条第１項では、全国民は法と政府の前では平等であり、

無差別に法を尊重する義務があると明記されている。 

 現在の政治体制は、スハルト政権崩壊後に行われた憲法改正による結果である。1998 年

以降、４回にわたって、憲法の改正が行われた(1999年, 2000年, 2001年, 2002年)。1999

年の第一次憲法改正により、大統領と副大統領の任期を 2回までとする制限が追加された。

第二次憲法改正は 2000年に行われ、人権に関するより洗練された多数の条項が盛り込まれ

た。さらに、地方分権化に関する広範囲の規定が追加された。第三次憲法改正は 2001 年に

行われた。当改正により、国民による大統領の直接選挙および日本の議会でいうところの衆

議院（D P R）と地方代表議会（D P D）の二つの議院制によって構成される立法機関に関す

る新たな制度が導入された。また総選挙委員会（Komisi Pemilihan Umumu/KPU）の設置に関

する規定も追加された。 2002 年の第四次憲法改正では、「憲法裁判所（Mahkamah 

Konstitusi/MK）」と「司法委員会（Komisi Yudisian/KY）」という新規行政機関の設置によ

る司法機関の再編に関する項目が追加された。 

 

「改革」時代以降におけるインドネシアの政党と選挙制度 

 インドネシアにおける改革と民主化は、政党機関に関する規制に多数の変革をもたらし

た。政治的解放により、スハルト権威主義体制の下で課されていた政党の政治活動に対する

制限や管理がなくなった。新規政党の設立はもはや抑圧に直面することはない。「改革」の

時代における政党システム改革の目的は、政党制度を強化すること、政党設立を簡素化する
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こと、そして全国規模の政党設立を促進することである。 

 上記の目標を達するため、政党を規制する法改正が複数回にわたって行われた。1回目の

改定により政党法（法律 1999年第 2号）が可決された。その後法律 2002年第 31号に改正

され、最新の改正は 2008年第 28号政党法となっている。1999年の総選挙の参加政党は 48

で、2004 年の総選挙では参加政党は 24 に減少した。2009 年の総選挙では、全国規模の 38

政党に加え、アチェ州限定で活動する 6 つの地方政党も参加した。2014 年の総選挙は、全

国規模の 12 政党とアチェ州の３つの地方政党により構成された。今回（2019年）の総選挙

は、全国規模の 14政党と、アチェ州限定の４つの地方政党が参加している。 

 インドネシアの「改革」以降の選挙制度は、1999 年以降に比例代表制と多数代表制によ

る組合せが採用された。前述の選挙制度は、2004年の総選挙（大統領および国会の総選挙）

と 2005 年の地方選挙（地方一斉首長選挙・Pilkada Serentak）の際に採用された。各政党

のシンボルマークを選択する手法で実施された 1999年の厳正拘束名簿式は、2004 年総選挙

で政党と候補者を選択することによって実施されたセミオープンリスト式の比例代表制に

シフトした。2004 年の大統領直接選挙、地方首長選挙および地方代表議会（DPD）の議員選

挙は、前述の選挙制度に加え、単記非移譲式（SNTV）投票で行われた。2009年以降は、憲法

裁判所の判決（22-24/PUU-VI/2008）によりインドネシアにおける議会（DPR/DPD）の議員選

挙にオープンリスト式の比例代表制が採用されるようになっている。 

 「改革」時代以降の選挙法は、総選挙法（法律 1999年第 3号）から、国会議員の選挙法

（法律 2003年第 12号）、同改正法（法律 2008年第 10号）、同改正法（法律 2012年第 8号）、

同改正法（法律 2017 年第 7号）の順番に改正が行われた。 

 

女性の政治的代表 

 立法府と行政の直接選挙は、権威主義から前進するための改革の要である。女性の政治的

代表は、「改革」以降、インドネシア民主主義再生の構成要素として、政治的アジェンダと

して重視されるようになっている。スハルト政権下では、女性は国会および地方レベルでの

議席を一部しか獲得できなかったことから、活動家は女性の政治的代表の増加を民主的改

革の核として主張した。政党の改革、立法府および選挙制度における比例代表制の採用まで

もたらした「改革」の政治的勢いは、議会への女性候補者の選出において有利な条件である

と考えられた。 

 「改革」期に全盛期を迎えた社会運動およびフェミニスト運動は、女性の議会代表を活性

化させるためには女性のクオータ制が重要であると主張した。この制度は国連によって支

持されるアファーマティブ・ストラテジーである。国会議員の総選挙法（法律 2003年 12号）

には、政党にナショナル、州、および県/市のレベルの複数定員選挙区の候補者のうち 30%

を女性が占めるよう「検討」することが奨励された。 

 アファーマティブ・メカニズムによる女性の立候補については、総選挙法（2003 年 12号）
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第 65条第１項に規定され、下記のように明記されている。 

 

「選挙に参加する政党は、30%の女性の代表を考慮に入れながら、国会・州議会・

県および市議会の候補者を選出する」 

 

 クオータ制が導入された 2004 年の総選挙の女性代表は、ナショナルレベルにおいて 1999

年の 9%から 11%に増加したものの、この数字はとりわけクオータ制の導入を積極的に働き

かけた女性活動家にとって非常に残念な結果であった。微増にとどまった理由として、まず、

政治情勢がクオータ制の採用に対して敵対的であった。というのも、クオータ制は「非民主

的」とみなされていたからである。加えて、当該法律において、クオータ制を採用しない、

従わない政党に対しての制裁措置が明記されず、多くの政党が 30%のクオータを満たしてい

なかった。さらに、政党選挙名簿のうち選出の可能性が低い、下位に配置される女性候補者

が非常に多かったのである。これらの政策の失敗は、クオータ制の強化を目指すロビー活動

につながっていった。NGO連合によって、2008 年の総選挙法（法律 2008 年 10号）に含まれ

る条項が起草され、政党名簿には全体のうち 30%を女性候補者とし、候補者の上位 3人のう

ち最低でも 1人の女性候補者が含めることが義務付けられた（セミ・ジッパー・システム）。

これは、法律 2008 年第 10 号の第 53 条において「第 52 条で言及される候補者のリストに

は、少なくとも 30%の女性代表が含まれているものとする」と規定された。同法の第 55 条

にはまた「第１項で言及されている候補者のリストには、3人ごとに少なくとも 1人の女性

候補者が含まれる」と明記されている。 

 ところが、2008 年 9 月、上記のジッパーシステムとクオータ制に関する規定が含まれる

法律 2008 年第 10 号が、平等の原則とは反対であると主張した二人の候補者によって憲法

裁判所（Mahkamah Konstitusi）に提訴された。この提訴は国家に実質的な平等を促進する

ことが義務付けられると判断した裁判官によって却下された。しかしながら、裁判所が別の

理由で申立人に有利な判決を下した。それは、政党名簿で上位候補者を選出する政党の権力

を制限するために、オープンリスト（非拘束名簿式）を採用するとの決定で(Detik.com, 

2008 )、具体的には、選出される候補者は女性であれ男性であれ、最高票数を獲得した候補

者である、との見解であった。 

 上記の憲法裁判所判決（No. 22-24/PUU-VI/2008）は、候補者が政党の一員としてではな

く、個人としてキャンペーンを実施する必要があると決定づけた。そうすれば、政党名簿上

の順位と議席獲得の関連性が低くなるとの判断であった。しかしながら、この判断が有能で

自立する女性候補者への障壁と見なされるパトロネージ政治型と選挙買収の台頭につなが

っていくこととなった。 

 ただ 2009 年の政治情勢は 2004 年時よりも女性代表選出により好意的であった。という

のも、女性議員数を増やすという考え方が全主要政党によって支持されたからである。
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「2009 年立法府総選挙における女性選出の肖像」 (Puskapol UI, 2013)によれば、2009 年

総選挙に参加した 38政党のうち 6つがクオータ制を達成できず、法律で義務付けられる上

位 3人に配置された女性候補者は 5人のみのであるという。但し、全体として、国会議員候

補者の 34.7%は女性であった。その結果、女性の代表は 17.6%に増加し世界平均の 19%に近

づいた。 

 続く 2014 年の選挙キャンペーンでは、選挙委員会（KPU）によってクオータ制実施に対す

るより大きなコミットメントが示された。選挙管理委員会規則(PKPU No.7/2013)により、総

選挙に参加する全政党に対し、各選挙区における 30%の女性候補者の指定と、3人に 1人の

女性候補者の配置が強制されることになったのである。前述の要件を満たさない政党は、当

該地区での立候補者擁立資格が失われる。また 2014年のキャンペーン期間中には、「女性エ

ンパワーメント・子ども保護省」（KPP-PA）により、女性候補者選出への検討を促す有権者

向けのメディアキャンペーンが積極的に展開された。しかしながら「2014 年の立法府総選

挙における選出者の肖像」(Puskapol UI, 2015)によると、2014年の総選挙では女性候補者

の割合は 37%に増加したものの、17.3%の議席しか獲得できず、2009年の国会議席獲得数よ

り僅かながら減少が見られた。 

 その後選挙法は、法律 2017年第 7号として再び改正された。選挙における女性のアファ

ーマティブ・ポリシーに関する規制は、改正前（2012 年第 8 号）と同様の内容が定められ

た。選挙委員会規則（PKPU）および選挙委員会（KPU）により、選挙に参加する全政党に対

して、全選挙区の候補者のうち最低でも 30%の女性の候補者擁立が義務付けられた。女性候

補者の配置に関しては、「3 人ごとに少なくとも 1 人の女性候補者が含まれる」との規則に

従わなければならない。さらに、法務人権省の決定書（SK Menkumham）により、政党の政治

委員会において女性の 30％参加率が定められた。その結果、2019 年には国会における女性

議員の数は 20.52%まで増加し、インドネシア史上最多の女性議員数として記録されている。 
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表 1  国会における女性代表の推移 

 

出所：CWI.Dataspasial.id 

  

先述のように、2001 年の第三次憲法改正により、インドネシアの立法機関は国会（DPR）

と地方代表（DPD）で構成する両議院制度が採用されようになった。DPD の選挙では、ジェ

ンダーによるクオータ制は採用されていないものの、女性の代表が DPR よりも強く反映さ

れている。表 2が示すように、DPDにおける女性議員の数は 2009年には 26.5%を占め、2014

年は 25.8%に減少したが、2019 年には 30.88%にまで増加した。この数はクオータ制が意図

した割合を満たしており称賛された。女性候補者の相対的な成功は、候補者指名への政党の

関与がないことに起因している。候補者が個々人で評価されたこと、また個々の政治的ネッ

トワークとコミュニティ活動が存在したことに負っているといえよう。 

 

表 2  地方代表議会における女性代表 

期間 州の数 議員数合計 男性 割合 女性 割合 

2004-2009 32 128 101 79% 27 21% 

2009-2014 33 132 97 73.5% 35 26.5% 

2014-2019 33 132 98 74.25% 34 25.75% 

2019-2024 34 136 94 69.22% 42 30.88% 

出所：CWI.Dataspasial.id 
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州および県/市における議会における女性の代表 

 2000 年の第二次憲法改正よって定められた地方分権化は、スハルト政権の特徴の一つで

あった中央集権を転換し、政治権力を有する者と有権者との距離を近づけることを目的と

していた。地方議会（州および県/市）は、選挙法のクオータ制の対象となる複数定員区選

挙区から、直接選挙によって選出された代表者によって構成されている。2009 年において

は女性は 33 州の州議会の 16%、県/市議会の 12%の平均で選出され、国会の割合より低い結

果となった(Puskapol UI, 2013)。2014年には、33州の州議会における女性議員割合の平均

は 14.6%となり、403の県/市議会の平均は 14.2%である(Puskapol UI, 2015)。各地域の状

況を詳しく見てみると、女性議員の割合は、女性議員が 1人 (2%)のみの西パプア州や女性

議員が 30％以上を占める北スラウェシ州など、非常に多様である。 

 表 3 で示すデータは、2019 年の総選挙の結果である。州レベルにおける女性代表の平均

値は 18.01%となっている。中部カリマンタン州や南スラウェシ州などの州では、州議会に

おける女性の代表が 30%以上を占めている。一方で、西スマトラ、バンカ・ブリトゥン州な

どの他の州では、州議会での女性の代表は未だに 5％未満である。 

 民主化時代の地方議会選挙に関する争点は、地方の古い文化（慣習的な制度、保守的な宗

教的価値）に関連している。場合によってはこれらが男性の特権を強化し、女性を政治の場

から排除するといったジェンダーの社会的構築を呼び起こしている(Robinson, 2018)。こ

うした議論は、一部の県/市において女性代表が低水準の割合にとどまったことを説明する

のに役立つ。地方議会において女性代表が低水準であったことを説明するもう一つの要因

は、社会経済的状況によるものである。人間開発指数（Human Development Index: HDI）と

インドネシアの議会における女性の選出可能性（electability）との相関関係分析からは、

興味深い結果が得られた。ジャカルタ首都特別州、ランプン州、北スラウェシ州など高水準

の女性代表を有する地域は、インドネシア国内において最も高い HDIランクの州である。一

方で、アチェ州、西スマトラ州、バリ州、西ヌサ・トゥンガラ州（NTB）東ヌサ・トゥンガ

ラ州（NTT）など女性代表が一貫して低水準（10%未満）の州は、HDIとジェンダー・エンパ

ワーメント指数（GEM）において低いランクとなっている(Puskapol UI, 2015)。 

 

 

表 3  2019年の州レベルにおける女性代表 

No. 州 男性 女性 議席総数 女性の割合(%) 

1 アチェ州 72 9 81 11.11 

2 北スマトラ州 87 13 100 13.00 

3 西スマトラ州 62 3 65 4.62 

4 リアウ州 53 12 65 18.45 
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5 ジャンビ州 47 8 55 14.55 

6 南スマトラ州 57 18 75 24.00 

7 バンカ・ブリトゥン州 43 2 45 4.44 

8 ブンクル州 38 7 45 15.56 

9 ランプン州 66 19 85 22.35 

10 リアウ諸島州 40 5 45 11.11 

11 ジャカルタ特別州 83 23 106 21.70 

12 西ジャワ州 96 24 120 20.00 

13 中部ジャワ州 94 26 120 21.67 

14 東ジャワ州 99 21 120 17.50 

15 ジョグジャカルタ特別州 45 10 55 18.18 

16 バンテン州 71 14 85 16.47 

17 バリ州 47 8 55 14.55 

18 西ヌサ・トゥンガラ州 64 1 65 1.54 

19 東ヌサ・トゥンガラ州 54 11 65 16.92 

20 西カリマンタン州 56 9 65 13.85 

21 中部カリマンタン州 29 16 45 35.56 

22 南カリマンタン州 44 11 55 20.00 

23 東カリマンタン州 44 11 55 20.00 

24 北カリマンタン州 31 4 35 11.43 

25 北スラウェシ州 32 13 45 28.89 

26 中部スラウェシ州 33 12 45 26.67 

27 南スラウェシ州 59 26 85 30.59 

28 西スラウェシ州 40 5 45 11.11 

29 東南スラウェシ州 38 7 45 15.56 

30 ゴロンタロ州 33 12 45 26.67 

31 マルク州 34 11 45 24.44 

32 北マルク州 33 12 45 26.67 

33 パプア州 47 8 55 14.55 

34 西パプア州 38 7 45 15.56 

 合計 1809 398 2207 18.03 

出所：CWI.Dataspasial.id（ハイライトは筆者による） 
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II. 2019 年立法府総選挙の結果 

 2019 年 5 月 21 日に、総選挙委員会により 2019 年立法府総選挙の最終結果が発表された

（Kompas.com, 2019）。総選挙に参加した 16政党のうち、4%の最低投票率以上を得て、国会

議席を獲得したのは９政党のみとなっている。これらの９政党は得票順に、(1)闘争民主党

(Partai Demokrasi Perjuangan/PDIP) ：19.33% 、(2)大インドネシア運動党 （通称グリン

ドラ党）(Partai Gerakan Indonesia Raya/Gerindra) ：12.57%、(3)ゴルカル党(Golongan 

Karya/Golkar)：12.31%、(4)民族覚醒党 (Partai Kebangkitan Bangsa/PKB)：9.69%、 (5)

国民民主党(Partai Nasional Demokrat/Nasdem)：9.05%、 (6)福祉正義党(Partai Keadilan 

Sejahtera/PKS) ：8.21%、(7)民主党(Partai Demokrat) ：7.77%、 (8)国民信託党 (Partai 

Amanat Nasional/PAN)：6.84%、(9)開発統一党 (Partai Persatuan Pembangunan/PPP)：4.5%

である。 

 立法府総選挙に初参加したガルーダ党 (Garuda）、ベルカルヤ党 (Berkarya)、インドネ

シア統一党 (Partai Persatuan Indonesia/Perindo)、インドネシア連帯党 (Partai 

Solidaritas Indonesia/PSI)の 4政党は、議会の最低得票率を獲得できなかった。多くの研

究者が事前に予想したように、新規政党が国会での議席を獲得するに必要な 4%の最低得票

率あるいは最低 500万票を得るのは困難であった。 

 表 4 のデータからは、インドネシア正義団結党 (Partai Keadilan dan Persatuan 

Indonesia/PKPI)：55%、ガルーダ党：48%、インドネシア連帯党：48%といった議会の最低投

票率を獲得できなかった政党が、女性の候補者を最も多く擁していたことが読み取れる。一

方で、第１党になった闘争民主党 (PDIP)、ゴルカル党および大インドネシア運動党 （グリ

ンドラ党）の女性候補者の数は非常に少ない。これらのデータが示すのは、有力な候補者と

して女性を指名することについて大規模政党が懐疑的であるという点だ。 

2009年および 2014年の総選挙の結果と、2019年の結果の比較（表 5参照）から、女性候

補者数は 3回の総選挙にわたって増加してきたことが読み取れる。興味深いことに、女性へ

の選挙票数も増加する傾向にある。これは、政治の場における女性の存在に対しての国民の

反応は敵対的または反対なものではなく、肯定的な兆候として解釈できよう。 
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表 4  2019年の総選挙における政党別の女性候補者数 

No. 政党 女性候補者数 候補者総数 女性候補者割合(%) 

1 インドネシア正義団結党 (PKPI) 77 140 55 

2 ガルーダ党 (Garuda） 109 226 48 

3 インドネシア連帯党 (PSI) 274 574 48 

4 統一開発党 (PPP) 233 554 42 

5 国民良心党 (Hanura) 180 428 42 

6 福祉正義党 (PKS) 212 531 40 

7 民主党 (Demokrat) 226 573 39.4 

8 インドネシア統一党 (Perindo) 220 569 39 

9 国民信託党 (PAN) 223 575 39 

10 国民民主党 (Demokrat) 222 575 38.6 

11 ベルカルヤ党 (Berkarya) 214 554 38.6 

12 民族覚醒党 (PKB) 220 575 38.3 

13 ゴルカル党 (Golkar) 216 575 38 

14 闘争民主党 (PDIP) 215 573 37.52 

15 月星党 (PBB) 177 482 37 

16 大インドネシア運動党 (Gerindra) 212 575 36.87 

出所：CWI.Dataspasial.id 

  

 一方で表 5からは、女性候補者数と投票獲得率の増加が確認できるものの、女性が獲得し

た獲得票数と議席数の間に顕著なギャップが見られる。国会における女性議席の割合は、投

票率より低い数字となっている。このギャップについての説明は多岐にわたる。まず、女性

候補者数が多くとも、それは必ずしもより多くの議席につながるとは限らない。最も重要な

のは、政党による女性候補者の総数ではなく、選挙における女性候補者のポジションである。

女性候補者の過半数は、選挙に勝利する可能性がある順位、つまり投票用紙の上位または政

党の拠点地区に配置されなかった。もう一つの要因は、票の喪失につながった 4%の最低投

票率基準である。45%以上の女性候補者を有するインドネシア正義団結党、ガルーダ党およ

びインドネシア連帯党といった政党は、4%の最低投票率を獲得できなかったことから今回

の選挙では議席を得られなかった。  
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表 5  女性候補者数・女性への投票率・女性の議席割合 

 2009年の総選挙 2014年の総選挙 2019年の総選挙 

立法候補者としての 

女性割合 
33% 37% 39.89% 

女性候補者への投票率 22% 23% 24.01% 

女性議員の議席割合 18% 17% 20.52% 

出所：CWI.Dataspasial.id 

 

 表 6は、2019 年総選挙の国および地方レベル（州および県/市の議会）における女性議員

数とその割合を示している。過去 2 回の選挙（2009 年および 2014 年）結果との比較では、

国会における女性代表の数は、2009 年の 17.86%から 2014 には 17.32%に減少し、2019 年に

は 20.52%に再び増加した変動が読み取れる。州レベルにおける女性代表の数にも変動が見

られ、2009 年の 16%から 2014 には 14%に減少し、2019年には再び 18%に増加したのである。

一方、県/市町村における女性の代表においては、2009 年の 12%から 2014 には 14%に、2019

年には 15%といった継続的な増加が見られる。 

 

表 6  2019年の総選挙の国会、州議会、県/市議会における女性による議席獲得率の比較 

議会 女性代表者数 議席総数 

国民議会 20.52% 575 

州議会 18.03% 2,207 

県/市議会 15.25% 16,975 

出所：CWI.Dataspasial.id 

 

 

政党名簿とジッパーシステムにおける女性候補者 

 先述の憲法裁判所判決(No. 22-24/PUU-VI/2008)の余波として、政党名簿における候補者

の順位と議席獲得の関係が相対的に薄くなっており、議席は最多得票によって獲得される

ようになってきている。先の判決は、総選挙法におけるジェンダー・クオータ制とジッパー

システムに実質的に大きな影響を及ぼすこととなった。本判決以前は、議席は政党名簿上に

候補者の順位に基づいて獲得されていた。女性は政党名簿に当選可能性がない下位に配置

されることが多く、ゆえに実際に当選する機会が損なわれていたのである。そこから選出さ

れる可能性がゼロに近い政党名簿下位への女性の配置を防ぐためにジッパーシステムが設

計された。 

 クオータ制とジッパーシステムの導入により、政党は最低 30%の女性候補者を名簿に含め
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ることが義務付けられた。さらに、上位 3人の候補者のうち、少なくとも 1人が女性である

ことも規定された。よって、比例代表選挙制度におけるジェンダー・クオータとジッパーシ

ステムにより、特に政党名簿上のトップランク(1〜3 位)に位置する場合には、女性候補者

選出の可能性が高められることとなった。現在では政党名簿における候補者順位と選出可

能性との関連性は低くなってきてはいるものの、実際に国会議員として選出された女性の

過半数（50%程度）は、政党名簿上の最高順位（1 位）の者である。表 7 は、国会に選出さ

れた女性の数（85.48%）が政党名簿の上位（1〜3 位）の者であることを示している。さら

に、選出された女性の 50%近くが候補者名簿上の 1位の者である(48.72%)。国会に選出され

た議員には、名簿上 7 位以下の女性候補者は存在しないのである。 

 投票用紙におけるポジションの重要性は、政党内の候補者間における激しい競争につな

がっている。インドネシアの政党には、ポジション割り当ての独自のメカニズムが存在する。

一部の政党は、男性が支配する党委員会がその割り当てを決定する。ほかの政党では、候補

者のポジションを検討する際に、現職者が優先される。こうした仕組みにより、既存のジェ

ンダー不均衡が強化される。筆者がいくつかの選挙区で観察したように、政党はしばしば最

も強い候補者を投票用紙の上位に配置する(Perdana & Hilman, 2020)。投票用紙のポジシ

ョンを最高入札者に販売するという広範な取り組みは、そうした取引を可能にする資金調

達とネットワークへのアクセスが男性より限られている女性にとって更なる不利につなが

ってしまう。 

 

表 7  衆議院・国会における候補順位別の当選者数・割合 

投票用紙上の候補順位 選出された候補者数 割合% 

1 57 48.72 

2 29 24.79 

3 14 11.97 

4 5 4.27 

5 5 4.27 

6 6 5.13 

7 1 0.85 

8 0 0 

9 0 0 

10 0 0 

合計 117 100 

出所：CWI.Dataspasial.id 
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議会に選出された女性のバックグラウンド・経歴 

 2019 年総選挙では女性候補者が大幅に増加し、国会（DPR）の 20.52%の議席、地方代表議

会(DPD)の 30%議席を確保した。しかしながら、前述のように、オープンリスト式の導入に

よって候補者の選挙キャンペーンと資金調達力がより強調されるようになり、女性候補者

にはより大きな圧力がかかっている。その理由は、女性候補者が候補者の政党名簿上の指名

とポジションに影響を与える顧客主義的ネットワーク、そして一般的な習慣になりつつあ

る票の買収に対応するための資金調達、双方へのアクセスにおいて、男性より不利な立場に

置かれているからである(Perdana, 2019)。その結果、当然のことながら選出された女性議

員の中には、選挙資金にアクセス可能な男性の政治家や世襲政治の親族といった属性を持

つ議員が増加しつつある (Puskapol UI, 2019)。 

 2019 年に国会で選出された女性の経歴は、53%がプロフェッショナルの経歴を有する者、

41%が政治エリートと親族関係を有する者であることが分かる（図 1参照）。一方で、政治的

な活動に従事してきた者の割合は 6%に止まっている（Puskapol UI, 2019)。地方議会にお

いても、女性代表の経歴はナショナルレベルと類似の傾向が見られる。 

 

 

 
図１ 得票数の多かった女性国会議員の政治的バックグラウンド 

 

  

プロフェッショ

ナル

53%

政治的つながり

／親戚

41%

政治活動家

6% プロフェッショナル

政治的つながり／親戚

政治活動家
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表８ 国民議会における最多投票数獲得上位の女性 

 

  
出所：Puskapol, 2019 

 

 2019 年の総選挙において注目すべきもう一つの点として、離職が挙げられる。女性議員

の離職率は男性より一貫して高かった(Puskapol UI, 2019)。議会における女性の離職率は

2019 年に 60%から 67%に増加する一方で、男性は 56%から 49%に減少した。議会で１任期の

みしか務められなかった議員、とりわけ議員以前のキャリアにおいて政治分野での露出が

少なかった議員は男性、女性ともに、経験を積み法律立案者として政治活動をおこなうこと

に苦労している。また高水準の離職率により、女性議員は議会に足場を築くのが困難になっ

ている。 

 

 

III. 考察 

政治的代表について 

ハンナ・ピトキン(1967)は、次の 4種類の政治的代表を定義している。1)「形式的代表」: 

代表者が他者のために法的に行動する権限を与えられる、2)「記述的代表」: 代表者が人

名前 名簿順位 選挙区 政党 得票数 背景

1
プアン・マハラニ
Puan Maharani

1 中部ジャワ 5
闘争民主党

（PDIP)
404,034

メガワティ第5代大統領子女
（政治的つながり・世襲政治）

2
アンドリアナ・ドンドカンベイ
Andriana Dondokambey

1 北スラウェシ
闘争民主党

（PDIP)
213,224

北スラウェシ州知事配偶者
（政治的つながり・世襲政治）

3
エヴァ・ジュリアナ
Eva Juliana

1 中部ジャワ 5
国民民主党

（Nasdem）
189,376 プロフェッショナル

4
エスティ・ウィジャヤティ
Esti Wijayati

3 ジョグジャカルタ
闘争民主党

（PDIP)
176,306 党活動家

5
リーク・ディア・ピタロカ
Rieke Diah Pitaloka

1 西ジャワ 7
闘争民主党

（PDIP)
169,729

著名人
（プロフェショナル）

6
レストライ・モンディヤット
Lestrai Moendiyat

1 中部ジャワ 2
民主党

（Nasdem）
165,009

ビジネスパーソン
（プロフェショナル）

7
スリ・ワフユニ
Sri Wahyuni

5 東ジャワ 7
国民民主党

（Nasdem）
161,102

 西ジャワ州チラチャップ県知事
配偶者

（政治的つながり・世襲政治）

8
テティ・ロハニンシ
Teti Rohaningsih

2 中部ジャワ 8
ゴルカル党
（Golkar）

147,905
 東ジャワ州ポノロゴ県知事配偶者

（政治的つながり・世襲政治）

9
ラシェル・マリアム
Rachel Maryam

1 西ジャワ 2
グリンドラ党

(Gerindra)
145,636

著名人
（プロフェショナル）

10
プティ・グントウル・スカルノ
Puti Guntur Sukarno

2 東ジャワ 2
闘争民主党

（PDIP)
139,794

 スカルノ初代大統領子女
（政治的つながり・世襲政治）
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種、ジェンダー、エスニシティ、または居住地など一定の類似性を共有するグループの利害

関心を反映する、3)「象徴的代表」：リーダーは国家の理念を代表している、4)「実質的代

表」：代表者がグループの政治的選好と利害関心を促進しようとする、の 4点である。 

 ピトキンの政治的代表性の類型に照らせば、法的ジェンダー・クオータ制の採用は、女性

の統計的代表を増やす目的を果たしているとみなすことができ、ピトキンによる「記述的代

表」の定義に即している。立法議会が有権者の代表とみなされ、社会全体の縮図を形成して

いる場合には、記述的代表として定義することが可能となる。女性は平等な市民であり、ゆ

えに、公的な意思決定において男性と平等な権力を有するべきである。 

 アン・フィリップス (1995)は、女性代表を増やすと考えられる 4点を提唱している。そ

れは、1)ロールモデルの提供、 2)正義の促進、3)利害関心の明確化、4)女性の参加は政治

の議論に異なる価値観と関心をもたらすことから、民主主義の改善につながる、という 4点

で、この定式化は女性の政治的代表性の議論に影響を与えた。ドゥルゥデ・ダールラウプ

(2006)は、その著名な論考で、スカンジナビアの事例分析を通して、女性代表の増加が政治

の世界において重大な影響を与える６つの領域を検討した。それは、1)セクシュアル・ハラ

スメントの減少、2)女性政治家のパフォーマンス強化と効率化、3)より合意に基づいた、家

族に優しい働き方、4)政治的言説と「政治的関心」の再定義、5)政治的アジェンダの女性化、

そして 6)女性のより広範な社会的経済的エンパワーメントである。 

 スザンヌ・ドヴィ (2008)は彼女の著名な仕事の中で、「どのような」女性が存在するか、

女性代表に関する既存の規範的な議論を批判している。性別に焦点を当てることにより、女

性がほかのアイデンティティによっても構成されているという事実が曖昧なものとなって

しまう。実質的な代表には、「望ましいグループの代表」の存在が必要であると出張する。

ドヴィの主張に沿うように、アイリス・マリオン・ヤング(2000)は、過小評価された社会集

団である女性は、集団の代表を促進するために政治体制に参画すべきであると主張してい

る。それは、社会における女性の立場が、女性の間で共有された社会的視点を生み出すこと

につながるからである。ジェーン・マンスブリッジ(1999)は、しかしながら、集団としての

「女性」について慎重に議論する。特定の集団のメンバーが全成員によって共有されるよう

な本質的なアイデンティティを持っているという概念や、本質主義を促進するリスクがあ

ると主張している。アン・フィリップス, アイリス・ヤング、スザンヌ・ドヴィなどのフェ

ミニスト思想家によるアイディアと、政治の場において最も多く女性代表を有するスカン

ジナビアの経験を学ぶことは、インドネシアの女性活動家が議会にジェンダー・クオータを

ロビーイングする際に有益であろう。 

 ローレル・ウェルドン(2002)によれば、女性議員の個人的経験と集団としての女性の視点

との関係と同じように、記述的代表と実質的代表との関係性においては、女性代表の特質と

実質的代表を目指すその重要性を理解しなければならない。ウェルドンは「女性の実質的代

表は、議会における（生物学的）女性という存在に依存するのではなく、政策機関および制
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度上女性（が直面する問題）を焦点化し、女性運動との統合的な協力を必要とする」と結論

付ける。 

以上のウェルドンの主張を踏まえインドネシア議会における女性代表の統計的増加を考

察してみると、女性に親和的な政策や、マイノリティおよび周辺化された集団に好意的かつ

有益な政策とは相関関係がなく、その政策の結果を保証するものではないと言える。2014年

から 2019年の国会は、性暴力撤廃法案、刑法改正、ジェンダー平等と正義法案、そして家

事労働者保護法案といった、女性また周辺化された集団に有益な法案を任期中に成立させ

ることができなかった。地方議会においても、多くの地域で女性代表が増加しているにもか

かわらず、女性と周辺化された人々を保護する政策の進展がない。「女性への暴力に反対す

る全国委員会（Komnas Perempuan）」によれば、貧困および周辺化された女性、または宗教

的および性的マイノリティなどほかのマイノリティ集団に対する 154 の差別的政策が報告

されている。たとえば、女性の身体の政治化や表現の自由の制限（女性の衣服の取締り）、

女性に対する犯罪化（売春の排除）、女性の貧困化、保護の権利の低下/廃止/ネグレクト、

そして法的確実性の観点から女性を直接的に差別する政策が存在する。ほかの政策も宗教

の自由を制限し、性的マイノリティを差別している(Komnas Perempuan, 2010)。 

 依然として女性や周辺化された集団に好意的な公共政策推進のためのアドボカシーには、

選挙からなる政治と、そうではない政治の間に重大なギャップが存在する。インドネシアに

おける女性および先住民の権利、家事労働者の権利、環境、障害者のための草の根の運動は、

選挙で選ばれた者による政治の進展よりもはるかに進歩的である。 

 

 

政党の問題 

 2019 年総選挙結果の分析は、最低 30%の女性候補者の指名とその推進は政党が間接的な

影響を有することを示している。女性候補者の議席を確保する政党の能力は著しく異なり、

政党の構造は女性の立候補と女性問題の推進にとって大きな障害となっている。各党の女

性候補者の当選率も、選挙ごとに大きく変動している。過去 2回の総選挙（2014年と 2019

年）において、女性候補者の多数議席確保に一貫して成功した唯一の政党は開発統一党であ

る。福祉正義党はまた、女性議員の数を 2014 年の 2.5％から 2019 年には 16％に大幅部引

き上げた（表１を参照）。 

 これまでのところ、国民民主党は、女性候補者の 30%議席というマイルストーンを達成し

た唯一の政党である。この政党は、女性の候補者を放置し選挙期間中、党のリソースを使用

させずに競争させるほかの政党と異なり、女性候補者を支援するために４つの柱による戦

略を展開した。まず、党委員会は、全選挙区における女性候補者のポテンシャルと選出可能

性（electability）を評価する調査を実施する。これにより候補者が自ら世論調査に資金提

供する必要性がなくなる。第 2に、国民民主党擁立の候補者には選挙資金の無料化が宣言さ
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れた。第 3に、女性候補者にバナーや名刺などのキャンペーンツールの支援を行った。第 4

に、当政党は、10 万票以上を獲得できる候補者に財政的支援を提供している(Perdana, 

2019)。こうした取り組みはインドネシア連帯党によっても実施されている。新規政党とし

て、当政党は選挙で 48%の女性候補者を指名した。インドネシア連帯党はミレニアム世代の

政党で、女性、若者、異教徒間のグループをターゲットとする。残念ながら、4%以上の最低

投票率を得られなかったため議席の獲得にはいたらなかったが。一方で、闘争民主党、ゴル

カル党、グリンドラ党など既存の政党においては、過去 2回の選挙にわたり、ほかの政党と

比較して女性候補者の指名が一貫して少ない。最低投票率制度は、増加しつつあった女性の

政治的代表に悪影響を及ぼしたと考えられる。これは議会における女性議員数の増加によ

り大きな機会をもたらす可能性を持つインドネシア正義団結党、ガルーダ党、インドネシア

連帯党などの女性候補者の高い割合を有する政党（表 4に参照）が議席獲得できなかったこ

とにもあらわれている。 

 加えて、イカサラナとノヴィタサリ(2019)は、政党内部の女性代表の位置について構造的

問題を指摘している。民主党、グリンドラ党、開発統一党などの大政党で１位または２位の

順位に指名されている女性候補者の半数程度が、政党内で一定の地位を有する者である。政

党内部で重要なポジションを有する女性が増加することにより、名簿上の上位に指名され

る女性も増加する可能性が高くなる。残念ながら、インドネシアの各政党で、重要なポジシ

ョンに就いたことのあるまたは現職である女性は 11人のみとなっている。 

 

 

パトロネージ・世襲政治・寡頭制 

 インドネシアの選挙における世襲政治の支配は、新しい現象ではなく、過去のスハルト政

権下にも見られる実践であるが、新秩序（スハルト政権）時代と「改革」時代における世襲

政治の異なる点は、最も権力を手にするグループの違いある。新秩序時代においては、スハ

ルトに近い少数の人々に権力が集中していた。一方で、「改革」の時代（すなわち現代イン

ドネシア）では権力の集中は末端レベルまで拡大している。すなわち、どのレベルにおいて

も政治的つながりを有するあらゆる成人が、政治世界に入る可能性を有している。世襲政治

の慣行は、政党の貧弱な世代交代(regeneration)プロセスに重大な影響を及ぼす。政党内に

おいて高位の職位や地位を占める世襲政治は、選挙で指名される、新規の、潜在的に有能な

候補者の不足を引き起こすのである。 

 表 8が示すように、プアン・マハラニ氏, プティ・グントウル氏, テティ・ロハニンシ

氏, アンドリアナ・ドンドカンベイ氏、そしてスリ・ワフユニ氏など、議員として選出され

た著名な女性は、その全員が世襲政治に関係を有する者である。地方においても同様の現象

が見られる。大物政治家と親族関係を有する候補者の指名は、長期にわたる持続的な世代交

代（regeneration）にコミットするのではなく、総選挙に勝利し議席確保をする、という浅
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薄な目的と絡み合うインドネシアの政治を示している。 

 世襲政治・顧客主義は実質的にも問題を引き起こす。というのも、エリート指導者の利害

関心によって、政党の民主的な内部メカニズムを妨害するからだ。政党内における非民主的

な入党プロセスには、候補者の質と能力に対する評価基準が多くの場合存在しない。党首ま

たは少数の政治エリートの手に委ねられた閉鎖的プロセスの中で、最終決定は政党内部の

民主的な政治プロセスを妨害してしまう。意思決定が閉鎖的におこなわれるようになると、

権力は少数の人々（オリガーキー）に集中し、献金政治（money politics）と常に関係する

ことになる。資金をコントロールする人々は大きな権力を有しており、候補者の指名条件を

管理し、決定する権限を有している。加えて、彼らは一般的に候補者の選挙キャンペーンの

資金源でもある。候補者が総選挙に勝利したあかつきには、彼女らには選挙資金の返済義務

が残っている、というわけである。 

 2019 年の総選挙では、多くのビジネスマン、巨大起業家、またはベンチャー資本家が候

補者として参加した。図１が示すように、選出された国会議員のうち、53%がプロフェショ

ナルによって占められている。インドネシアにおける民主主義は、現状では資本と寡頭制支

配（オリガーキー）の力によって縛られている。寡頭制は、自らの利益のため、公共政策に

影響を及ぼすよう体系的に動いているのである。 

本論文は、記述的・統計的代表が、実質的代表とは相関関係がないと結論付ける。代表の

意味、政党内における女性候補者指名と内部民主主義、さらにパトロネージ、世襲政治およ

び寡頭制に関する諸問題は、女性議員の統計的代表の増加を、浅薄な象徴的代表に閉じ込め、

政治における女性の実質的代表の達成を弱体化させる。 
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